
◎総合法律支援法の一部を改正する法律 
（令和六年四月二四日法律第一九号）   

一、提案理由（令和六年四月九日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（小泉龍司君） 総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、そ

の趣旨を御説明いたします。 

 犯罪被害者等は、その被害の実情等に応じて、被害直後から、刑事、民事関連を始め

とする様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自ら対応できな

い上、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を

受けられない場合があるため、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点か

ら、こうした犯罪被害者等に対し、必要な援助を行うための施策を実施することが強く

求められています。 

 そこで、この法律案は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争

の解決に必要なサービス等の提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とす

る日本司法支援センターの業務を拡充し、そのような犯罪被害者等を包括的かつ継続的

に援助するための制度を創設しようとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 日本司法支援センターの業務に、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及び一定の

性犯罪等の被害者等であって、刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若

しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払により、

その生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的、継続的に援助するため、当該

被害に係る刑事手続への適切な関与等を図るために必要な法律相談を実施すること及び

契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることを追加する措置を講ずるものであ

ります。 

 このほか、所要の規定を整備し、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（令和六年四月一二日） 

○佐々木さやか君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支

援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な

法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追

加しようとするものであります。 

 委員会におきましては、支援対象となる犯罪被害者等の範囲を拡大する必要性、犯罪

被害者等支援施策の周知広報の在り方、法テラスの予算確保及び体制整備に向けた取組

等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 



 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）が本法において定められた犯

罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすこ

とができるよう、必要な予算の確保及び体制の整備に努めること。 

二 犯罪被害者等が、適切な支援を利用し、迅速かつ円滑に被害を回復することができ

るよう、本法の趣旨並びに関係府省庁及び法テラスが実施する犯罪被害者等支援施策

の全体像について十分な周知広報に努めること。 

三 犯罪被害者等支援施策には様々な実施主体による多様な支援があること、犯罪被害

者等に対し被害直後から包括的かつ継続的な支援を行う必要があることなどを踏まえ、

各犯罪被害者等支援施策を実施する関係機関の緊密な連携体制を構築するよう努める

こと。 

四 あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受け

られる社会を実現するため、全国的なバランスを踏まえながら、犯罪被害者等支援業

務を行う契約弁護士等の数及び質の確保に努めること。 

五 犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な援助を速やかに実現するため、本法の運

用に係る政省令の策定等に向けた取組を直ちに行うこと。 

六 犯罪被害者等に対する支援の実施に当たっては、支援が必要な者に適切な支援がな

されるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者の該当性を適切に判断するととも

に、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、同制度の利用を必

要とする犯罪被害者等がその利用を躊躇することのないようにすること。 

七 犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者として、異性であるか同性であるかを問わず、

犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を加えることについて、犯罪被害

給付制度に係る令和六年三月二十六日付け最高裁判決の趣旨及び現行の犯罪被害者等

支援施策全体の動向等を踏まえつつ、検討すること。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（令和六年四月一八日） 

○武部新君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援セ

ンターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律

相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加す



る措置を講じようとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十五日本委員会に付託され、翌十六日小

泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、昨十七日、質疑を行い、採決の結果、本案は全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）が本法において定められた犯

罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすこ

とができるよう、必要な予算の確保及び体制の整備に努めること。 

二 犯罪被害者等が、適切な支援を利用し、迅速かつ円滑に被害を回復することができ

るよう、本法の趣旨並びに関係府省庁及び法テラスが実施する犯罪被害者等支援施策

の全体像について十分な周知広報に努めること。 

三 犯罪被害者等支援施策には様々な実施主体による多様な支援があること、犯罪被害

者等に対し被害直後から包括的かつ継続的な支援を行う必要があることなどを踏まえ、

各犯罪被害者等支援施策を実施する関係機関の緊密な連携体制を構築するよう努める

こと。 

四 あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受け

られる社会を実現するため、全国的なバランスを踏まえながら、犯罪被害者等支援業

務を行う契約弁護士等の数及び質の確保に努めること。 

五 犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な援助を速やかに実現するため、本法の運

用に係る政省令の策定等に向けた取組を直ちに行うこと。 

六 犯罪被害者等に対する支援の実施に当たっては、支援が必要な者に適切な支援がな

されるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者の該当性を適切に判断するととも

に、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、同制度の利用を必

要とする犯罪被害者等がその利用を躊躇することのないようにすること。 

七 犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者として、異性であるか同性であるかを問わず、

犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を加えることについて、犯罪被害

給付制度に係る令和六年三月二十六日付け最高裁判決の趣旨及び現行の犯罪被害者等

支援施策全体の動向等を踏まえつつ、検討すること。 

八 施行後の本法の運用状況を勘案し、我が国及び諸外国における犯罪被害者等施策の

動向も踏まえ、本法による支援の対象となる犯罪、資力要件及び支援内容等について

検討すること。 

 


